
7 飼料

１ 作物作付面積(令和2年)
○ 令和2年産作物作付面積に占める飼料用作物(飼料用米、発酵粗飼料用稲を含む)の割合は、全国が

940,967ha(30.5%)に対して、東海地域は10,072ha(8.4%)となっている。
〇 飼料用作物作付面積に占める作物別の割合は、都府県が牧草(188,800ha[53.5%])、

飼料用米(70,685ha[20.0%])の順になっているのに対し、東海地域では飼料用米(5,155ha[51.2%])、
牧草(3,498ha[34.7%])となっており、飼料用米の割合が高くなっている。

資料1：農林水産省「令和2年作物統計調査」
資料2：農林水産省「令和2年産新規需要米の生産量」
資料3：農林水産省「令和2年産水田における作付状況について」

■作物作付面積に占める飼料用作物の割合

■飼料用作物作付面積に占める作物別の割合
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注1:作付面積調査の時期は作物ごとに異なる。
注2:統計上、飼料用米、発酵粗飼料用稲は新規需要米に含まれるが、

ここでは便宜上飼料用作物に含めて扱う。



2 県別飼料用作物の作付面積の推移①
〇 東海管内における牧草の作付面積は、近年減少傾向で推移している。
〇 青刈りとうもろこし及びソルゴーの作付面積は牧草に比べ小さく、近年減少傾向で推移している。

資料：農林水産省「作物統計調査」
注1：各年収穫期時点の数値
注2：H30以降集計が3年ごと
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7 飼料

2 県別飼料用作物の作付面積の推移②
〇 飼料用米の作付面積は、年ごとに増減が見られ、令和5年は前年より8.0%少ない7,962haとなった。
〇 発酵粗飼料用稲の作付面積は飼料用米と比較して小さく、年ごとに増減が見られるものの、令和2年以降は

増加傾向で推移している。

資料：農林水産省「令和5年新規需要米の都道府県別の
取組計画認定状況(9月15日現在)」 -19-



8 その他

東海管内の輸出認定施設数
〇 畜産物の輸出については、動物検疫所による輸出検疫のほか、輸出相手国・地域の規制に基づき、

認定施設における屠畜・解体、衛生証明書の添付等を規定した輸出条件を定めている場合がある。

資料：農林水産省ホームページから東海農政局畜産課にて作成
注１：○は認定施設がある国・品目を示す。
注２：同一の施設が複数国の認定を受けていることがある。

※について：「アメリカ」向け又は「英国・欧州連合・スイス・
リヒテンシュタイン・ノルウェー」向け認定施設から
ニュージーランド向けに牛肉を輸出できる。-20-

岐阜 愛知 三重 岐阜 愛知 三重 岐阜 愛知 三重 岐阜 愛知 三重

インドネシア ○ 1 ○ ○

シンガポール ○ 1 5 ○

タイ ○

韓国 ○

フィリピン ○ 1

ベトナム ○ 1 3 ○ ○ 4

マレーシア ○

ミャンマー ○ 1 3

台湾 ○ 1

香港 ○ 1 ○ 1 3 ○ 5 ○ 6 13 9

マカオ ○ 1 6 1 ○ ○ 2

オーストラリア ○ 1

ニュージーランド ○ 1(※)

アメリカ ○ 1

カナダ ○ 1

アルゼンチン ○ 1

ウルグアイ ○

ブラジル ○

メキシコ ○

英国・欧州連合・スイス・リヒテン

シュタイン・ノルウェー
○ 1

ロシア ○

アラブ首⾧国連合 ○

カタール ○

サウジアラビア ○

バーレーン ○

中東

殻付き卵

アジア

大洋州

北米

中南米

欧州

鶏肉

■輸出施設の認定数(令和6年1月時点)

地域 輸出国
牛肉 豚肉


